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会 議 録

平成２４年１１月２６日

つるぎ町地域公共交通活性化協議会



召集した場所 つるぎ町役場本庁舎分館 ２階（中会議室）

開閉会の日時 平成２４年１１月２６日 午後２時３０分開会 ～ 午後３時１５分閉会

役員の出席又は欠席の状況

会 長 兼西 茂 出 席 委 員 佐伯辰美（ 竹内宏幸） 出 席代理

副 会 長 大垣 浩志 〃 〃 大西 心一 〃
出席者（11名）

委 員 平野 正治 〃 〃 米田 浩樹 〃
欠席者（ 2名）

〃 矢野 尚武 欠 席 〃 松下 章寿 〃

〃 宮田 崇 出 席 〃 中川 浩 〃

〃 小坂 重夫 〃 竹内 宏幸 〃オブザーバー

〃 三好 昭議 欠 席 〃 藤田 雅和 〃

〃 宮武 卓 出 席 〃 丸岡 進 〃

【 事 務 局 】 つるぎ町企画課 課 長 古林 敏美
説明のため会議に出席した者の職氏名 つるぎ町

企画課 つるぎ町企画課 主 幹 武田 康弘

付 議 事 件 別紙のとおり

会 議 次 第 次のとおり



議事

１ 生活交通路線廃止申出について

赤字運行を理由に四国交通㈱（４条運行）から平成２５年３月３１日をもって路線廃止の申出

【承認】

２ 自家用有償旅客運送の変更登録について

四国交通㈱の路線撤退を受け、平成２５年４月１日から、既存コミバス（市町村有償運送）を拡大運行（コミバス幹線・コミ

バスフィーダー）し廃止となる路線バス路線をカバー運行する（１０人乗車両：５台）。

乗車料金は町内を４エリアに分け各エリア２００円とする（エリアをまたぐ場合にはエリア料金を加算する）。

幹線運行については平日６往復、休日３往復とし、これまでの５往復から平日は増便となる。

車両運転業務は、町内タクシー会社に委託。

コミバス（フィーダー）ＮＯ１４，ＮＯ１７については地域の状況にあわせコースの一部変更を実施する

【承認】

３ 生活交通ネットワーク計画の変更について

議案２の内容により一部改正実施

【承認】

５ その他

特になし


